
・日付は記入しない。

・新しい車を使用する方の、現住所・氏名、電話番号を記入。

・法人で社判・ゴム印を使用する場合、全ページに押印。

〈Ｂ〉自動車の使用の本拠の位置／自動車の保管場所の位置

〈Ｃ〉申請者

・上段 実際に車を使用する拠点となる住所を記入。

・下段 実際に駐車する駐車場の住所・名称・駐車位置番号を記入。「同上」不可。

－３－

根津 多摩男

042 123 4567

東京都福生市志茂２丁目１番地５号

根
対

197 0023

ネヅ タマオ

東京都××区△△１丁目２０番地

東京都××区△△ □駐車場 第１０号

①－２ 自動車保管場所証明届出書

実印（認印でも可）を
全ページに押印。

※「自動車の使用の本拠の位置」を
管轄する警察署の『自動車保管場所
証明申請書』に記入。

「自動車の使用の本拠の位置」と現住所が異なる場合

〈〈〈〈ＣＣＣＣ〉〉〉〉

〈〈〈〈ＢＢＢＢ〉〉〉〉

〈〈〈〈ＡＡＡＡ〉〉〉〉

〈Ａ〉（新規・変更）／自動車の区分 登録・軽

・「新規」と「軽」を○で囲む。



■■■■〈〈〈〈ＡＡＡＡ〉〉〉〉「「「「自動車自動車自動車自動車のののの使用使用使用使用のののの本拠本拠本拠本拠のののの位置位置位置位置」」」」をををを確認確認確認確認できるできるできるできる書類書類書類書類をををを添付添付添付添付

・公共料金（電気・ガス・水道）の領収証、消印のある郵便物 等。（コピー不可）

・発行日・消印の日付から２ヶ月以内。

・警察署によっては返却されない場合あり。

＜公共料金領収証の例＞

＜郵便物の見本＞

－４－

消印の日付が現在より２ヶ月以内で、
「使用の本拠」住所が記載されている。

東京都××区
△△１丁目２０番地

根津 多摩男

発行日の日付が現在より２ヶ月以内。

「使用の本拠」住所が
記載されている。

２４ １ １０

24 1 10

東京都××区△△１丁目２０番地

根津 多摩男 様

東京都××区△△１丁目２０番地

根津 多摩男 様

◎◎




